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税務訴訟資料 徴収関係判決 平成３０年判決分（順号２０１８－４３） 

京都簡易裁判所 平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

国側当事者・国 

平成３０年１２月６日認容・控訴 

 

判 決 

原告 国 

同代表者法務大臣 山下 貴司 

同指定代理人 西川 艶子 

同指定代理人 吉田 浩二 

同指定代理人 三浦 竜一 

同指定代理人 懸高 博美 

被告 Ｙ株式会社 

同代表者代表取締役 Ａ 

同訴訟代理人 元村 誠 

 

主 文 

１ 被告は、原告に対し、金４３万３７２５円及び内金４０万８６２０円に対する平成２２年１１

月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は、仮に執行することができる。ただし、被告が金４０万円の担保を供するときは、

その仮執行を免れることができる。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 別紙請求の趣旨記載のとおり 

第２ 事案の概要 

１ 請求の原因 

 別紙請求の原因記載のとおり 

２ 争点 

（１）訴外Ｂ（以下「訴外Ｂ」という。）と被告間の和解契約は有効か。 

（２）訴外Ｂは、期限の利益を喪失しているか。 

（３）被告は、悪意の受益者か。 

（被告主張の要旨） 

（１）ア 訴外Ｂ（以下「訴外Ｂ」という。）と被告は、訴外Ｂと被告間で平成１４年６月２５

日締結した金銭消費貸借基本契約（以下「本件基本契約」という。）に基づく金銭取引

（以下「本件取引」という。）での債務について平成２０年４月１８日、以下の内容で

の合意（以下「本件合意」という。）をした（乙１）。 

① 訴外Ｂは、被告に対し、前記債務の元金として３７万０８４０円の支払義務がある
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ことを認める。 

② 訴外Ｂは、被告に対し、前記３７万０８４０円を和解金として分割して支払う。 

 初回 平成２０年５月２８日に２万円。 

 以降 平成２０年６月から平成２１年１０月まで毎月２８日に２万円ずつ。 

 最終回 平成２１年１１月２８日に１万０８４０円。 

③ 訴外Ｂと被告は、この和解に定めるもののほか、本件基本契約について、何らの債

権債務のないことを相互に確認する。 

 本件合意は、民法上の和解契約に当たるので（同法６９５条）、訴外Ｂの過払金債権

は存在しないものとなった。 

イ 本件合意前、訴外Ｂの支払遅滞が本件取引で常態化していて、訴外Ｂの支払による元

金充当額が約定の金額に満たない状態が長期にわたり続いていた。そして、平成２０年

２月８日の支払後も長期の支払遅滞が継続したため、同年４月１５日、被告は、訴外Ｂ

との本件基本契約の解約処理を実施した。これにより訴外Ｂには以下のデメリットが生

じた。すなわち、①融資の禁止、②残債務の一括請求、③残元金に対する遅延損害金の

請求である。同年４月１６日に、訴外Ｂとの電話連絡がとれた際、被告は、訴外Ｂに対

し、前記３個のデメリットと残債務の一括支払義務が発生したこと及び残債務の一括支

払を求めることを説明した。 

ウ 訴外Ｂは同年４月１７日に、支払をしたが、その金額はわずか３万円であった。そし

て、同年４月１８日に、訴外Ｂから被告に電話をしてきて、話し合いの結果、本件合意

が成立した。すなわち、被告が残債務の一括支払を請求したが、訴外Ｂがそれが困難な

状況であったことから、この状況を考慮した上で、話し合いの結果、①被告は、訴外Ｂ

に対し、約定残元金につき一括請求を留保し、分割支払を認めて、分割支払期間中は利

息が発生しないものとし、これに対し、②訴外Ｂは、遅滞していた約定残債務を承認し、

それを任意に定期的に支払う意思を示して、本件合意を締結したのである。 

エ 本件合意締前、訴外Ｂは支払遅滞を繰返し、平成２０年２月８日の支払後、支払意思

を示すことなく、残債務の一括支払の義務が発生していたところ、被告が一括支払を求

めても、訴外Ｂは約定に沿った支払も困難な状況であったのであるから、民法６９５条

が定める「争い」すなわち「権利関係の不確実性や権利実行の不安全」が存在していた。

また、被告と訴外Ｂは、前記のとおり互いに譲歩しているのだから「互譲」によって本

件合意が成立していることは明らかである。 

（２）訴外Ｂは、本件取引で平成１４年７月２９日の支払期限に、その支払を怠り、同日の経過

をもって期限の利益を喪失した。被告は、同年７月３０日以降、本件取引について遅延損害

金の利率で計算すべきであることを予備的に主張する。 

（３）被告は、被告が悪意の受益者であることを否認する。 

（原告主張の要旨） 

（１）ア 被告は、被告が平成２０年４月１５日、訴外Ｂとの本件基本契約の解約処理を実施し

たこと、翌日、被告が訴外Ｂに対し、電話で解約処理により生じたデメリットを説明し

たこと、そして、同年４月１８日に、被告と訴外Ｂとが電話で話し合って本件合意をし

たことを主張するが、いずれも否認する。被告が訴外Ｂに対し、債務の一括支払を求め

た事実はなく、訴外Ｂが一括支払を回避するために本件合意に応じたのではない。訴外
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Ｂは、本件合意に先立ち、被告から今後きちんと返済すれば利息がつかないように手続

を行う旨の電話を受けた後、本件合意に係る書面（乙１）の送付を受け、少しでも利息

の支払がなくなればよいと考えて、同書面に記載された毎月の支払期日と支払額とを確

認して同書面に署名押印をし、返送したものであって、被告から本件合意の提案を受け、

これをそのまま承諾したにすぎない。 

 この経緯からすれば、本件合意に至るまでに被告と訴外Ｂとの間で、本件取引におけ

る法律関係の存否、範囲、内容等について、当事者が互いに主張を異にしていたとは認

められず、民法６９５条の「争い」が生じていたことも認められない。 

イ 訴外Ｂは、被告から催促の電話があれば、約定の金額に遅延した日数分の利息を加え

て返済するということを繰返していたのであり、本件合意に先立ち、被告に対して約定

債務の支払を拒絶したとは認められない。そうすると、訴外Ｂが本件合意当時の約定債

務全額を分割して支払うことに合意することは、訴外Ｂの当時の主張を基準とすれば、

訴外Ｂにおいて不利益を負担したことにはならない。 

 民法６９５条の「互いに譲歩」するとは、各当事者が何らかの不利益を負担すること

であり、「譲歩」によって負担する不利益は、真実の法律関係ではなく、当事者の主張

を基準として判断されるものであるので、本件合意で、訴外Ｂが「遅延していた約定残

債務を任意に定期的に支払うことを認めた」ことは、同条の「譲歩」に当たらない。 

 よって、本件合意は、当事者間での争いの存在及び互譲性の要件がいずれも欠けてお

り、民法上の和解には当たらない。 

（２）訴外Ｂは、本件取引において、初回の返済（平成１４年６月２５日）で、支払期日を７日

徒過したことをはじめ、支払期日を徒過して返済したことが多くあったが、その都度、被告

から返済の催促の電話を受けた際に、被告から残債務の一括返済を求められたことは一度も

なかった。そればかりか、被告は、前記電話をした際、その都度、支払期日から返済日まで

の遅延した期間については、遅延した日数分の利息が上乗せで生じていることから、訴外Ｂ

に対し、その金額以上の返済をするように指示し、次の返済は支払期日に遅れないようにと、

積極的に繰返し告げている。そのため、訴外Ｂは、期限の利益を喪失していないものと信じ

ていた。被告は、本件取引で、訴外Ｂが支払期日に遅れた返済をした際、その返済金を遅れ

た日数分のみ遅延損害金に充当し、その余は約定利息及び元本に充当していて、一貫して、

訴外Ｂが期限の利益は喪失していないことを前提とする行動を外形的にとり続けていた。 

 以上によれば、被告は、訴外Ｂが支払期日を遅延して返済した都度、訴外Ｂに対し、期限

の利益を再度付与していたものである。 

（３）被告が貸金業法３条の登録を受けた貸金業者であるが、本件取引で利息制限法所定の制限

利率を超過する利率による利息を受領ことについて、平成１８年法律第１１５号による改正

前の貸金業の規制等に関する法律（以下「旧貸金業法」という。）４３条１項の適用がある

との認識を有し、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつきやむを得ないといえる

特段の事情も認められないから、被告は、民法７０４条の悪意の受益者にあたるので、過払

金発生の日から同条前段に基づく利息の支払義務を負うことになる。 

第３ 理由 

１ 証拠（甲１、２、３ないし５、６の１、６の２、７ないし１９、乙１）及び弁論の全趣旨に

よると、別紙請求の原因１項、２項、３項（１）、（２）及び４項記載の各事実、訴外Ｂと被告
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とが本件取引について平成２０年４月１８日に、本件合意をしたこと、その当時、後に述べる

ように利息制限法の制限利率により引直計算をすると、同取引で３万７７８０円の過払金（以

下「本件過払金」という。）が発生していたこと、訴外Ｂは、本件合意をするにあたり、弁護

士等の法律の専門家に相談しておらず、被告から本件取引の取引履歴の開示やみなし弁済の説

明を受けていなかったこと及び本件過払金の発生していたのを知らなかったことが認められる。 

２ そこで、各争点について判断をする。 

（１）争点（１）について 

 被告は、本件合意により過払金債権が存在しないと主張する（民法６９６条の確定効）。

しかし、前項で認定した被告と訴外Ｂとの間での本件合意に至るまでの経緯からすると、本

件合意は、民法６９５条が規定する争い及び互助の要件を欠いているので、原告主張のとお

り民法上の和解契約とはいえない。仮に、本件合意が民法上の和解契約であるとしても、本

件過払金の存否及び金額については本件合意の対象ではなく、本件の過払金返還請求権にそ

の確定効は及ばない。 

（２）争点（２）について 

 甲５によると、訴外Ｂが本件取引につき平成１４年７月２５日の支払期限を徒過したが、

同年８月５日、被告に対し、２万４５３０円を支払ったとき、被告は、遅滞した７日分につ

いて年２９．２パーセントの割合による遅延損害金を徴収したが、その後は、年２８．８３

５パーセントの割合による約定利息を徴収している。これ以降も、訴外Ｂが何回も支払期限

を徒過することがあったが、被告は、前記と同様に遅れた日数についてのみ遅延損害金を徴

収し、一括支払を求めていないことからして、被告は、その都度、訴外Ｂに対し、期限の利

益の喪失を宥恕して、期限の利益を付与していたものと認めるのが相当である。 

 したがって、本件取引について利息制限法の制限利率により引直計算をする場合、別紙２

利息制限法に基づく法定金利計算書（以下「別紙２計算書」という。）記載のとおり訴外Ｂ

が支払期日に遅れた日数については遅延損害金の利率で遅延損害金を、遅れていない日数に

ついては正常利息の利率で利息を計算すべきこととなる。 

（３）争点（３）について 

 貸金業者である被告は、本件取引で超過利息を受領しているが、その受領につき旧貸金業

法４３条１項の適用が認められない場合には、被告は、同項の適用があるとの認識を有して

おり、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事

情があるときでない限り、民法７０４条の悪意の受益者と推定される。ただし、超過利息の

支払を遅滞したときには、当然に期限の利益を喪失する旨の特約のもとで超過利息を支払っ

た場合は、旧貸金業法４３条１項にいう「任意に支払った」ものということはできないとし

た最高裁平成１８年１月１３日の言渡以前になされた前記期限の利益喪失特約下の支払につ

いては、これを受領したことのみを理由として被告の悪意の受益者とすることはできないと

いうべきである。 

 そうすると、本件取引は、前記判決の言渡以前に開始しているので、「任意に支払った」

という以外の、他の同項の要件を充足するかを検討する必要がある。しかし、被告は、この

点について具体的な主張、立証をしていないこと、そして、本件の全証拠によっても被告が

同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつ

いてやむを得ないといえる特段の事情があるとは認められないことからすれば、被告は、悪
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意の受益者であるといえるので、過払金について、その発生時から年５分の割合による利息

を付して支払うべきである。 

 これまでに判断したところから、本件取引について引直計算すると、別紙２計算書のとお

り、平成２２年１１月８日現在で、過払金が４０万８６２０円、利息が２万５１０５円とな

る。 

３ よって、原告の本件請求は、理由があり認容することができるので、主文のとおり判決をす

る。 

 

京都簡易裁判所 

裁判官 谷澤 和明 



6 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告は、原告に対し、４３万３７２５円及び内４０万８６２０円に対する平成２２年１１月９

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え 

２ 訴訟費用は被告の負担とする 

との判決及び仮執行の宣言を求める。 

 

第２ 請求の原因 

１ 被告の業務内容等 

 被告は、金融業等を主な業務内容とする株式会社であり、後記３の金銭消費貸借取引の当時、

貸金業法（平成１８年法律第１１５号による改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」）

３条の規定により近畿財務局長の登録を受けていた貸金業者である（甲第１号証、甲第２号証３

ページ）。 

２ 原告が滞納者に対して有する租税債権の存在 

 原告（所轄庁：三国税務署長）は、福井県坂井市所在の訴外Ｂ（以下「滞納者」という。）に

対し、平成２８年１１月２５日現在、別紙１「租税債権目録」記載のとおり、既に納期限を経過

した国税（消費税及び地方消費税）の延滞税６２万７０００円（以下「本件滞納国税」という。

甲第３号証の１）の租税債権を有していた。 

 なお、上記租税債権の残額は、平成２９年６月１日現在においても合計６２万７０００円（甲

第３号証の２）であり、同日以降、その全額が未納となっている。 

３ 滞納者が被告に対して有する債権（不当利得返還請求権）の存在 

（１）被告と滞納者との間における金銭消費貸借基本契約の締結 

 滞納者は、被告から金銭の借入れをするに当たって、平成１４年６月２５日、被告との間で、

下記アないしクの内容の金銭消費貸借基本契約（契約番号●●。以下「本件基本契約」とい

う。）を締結した（甲第４号証）。 

ア 契約極度額 ３００万円（契約条項３条） 

イ 契約利息  残元金×実質年率２８．８３５パーセント÷３６５日×各回の利用日数によ

り利息を計算する。 

ウ 遅延損害金 元金に対して、実質年率２９．２０パーセントの割合（年３６５日の日割り

計算）で、約定の支払期日以降完済に至るまでの遅延損害金を計算する。 

エ 返済方式  元金定率リボルビング返済 

オ 支払期日  本件基本契約成立と同時に借入れを行った場合又は本件基本契約に基づく借

入残高がない状態で借入れを行った場合は、借入日から３２日以内。それ以外

の場合は、前回入金日の翌日より起算して３１日以内。 

カ 約定返済額 

 借入時又は追加借入時の元金残高に応じて、以下のとおり支払う。 

（ア）元金残高が５０万円以下の場合は、元金残高の２．０パーセント以上 

（イ）元金残高が５０万円を超え２００万円以下の場合は、元金残高の１．５パーセント以上 

（ウ）元金残高が２００万円を超える場合は、元金残高の１．０パーセント以上 

キ 契約の有効期間（契約条項６条） 

 契約日から５年間とする。ただし、契約期間満了日までに当事者の一方から何ら申出がな
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い場合は、更に契約を５年間自動継続できるものとし、以降もその例による。 

 契約満了までに当事者の一方から自動継続を行わない旨の申出がなされた場合は、期間満

了日における本件基本契約に基づく残債務を同契約に基づき支払う。 

ク 期限の利益の喪失（契約条項７条） 

 本件基本契約成立後、債務者が支払期日までに利息又は元金の支払を怠った場合には、債

権者からの通知催告がなくとも債権者に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を

失い、直ちに債務の全額を支払う。 

（２）本件基本契約に係る借入れ及び弁済の状況 

 滞納者は、本件基本契約に基づき、被告から、平成１４年６月２８日に、金５０万円を借り

入れ、被告に対し、同年８月５日から平成２２年１１月８日まで、別紙２の利息制限法に基づ

く法定金利計算書（以下「別紙２計算書」という。）「年月日」欄に記載の各日に、同「弁済

額」欄に記載の各金額を返済した（以下「本件取引」という。甲第５号証）。なお、滞納者は

複数回約定の支払期日を徒過したことが認められるが、被告は、約定の支払期日を経過して支

払がされた場合、約定の支払期日までに発生した利息と、約定の支払期日以降に発生した遅延

損害金を計算し、支払われた金額をそれぞれに充当している。（甲第５号証）。 

 被告は、本件取引について、本件基本契約の利息及び遅延損害金に関する約定利率が利息制

限法１条１項所定の制限利率を超えるものであることを知りながら、滞納者から、当該約定利

率で計算された利息及び遅延損害金の支払を受けた。 

（３）滞納者の被告に対する不当利得返還請求権の内容 

 本件取引について、利息制限法１条１項所定の法定利率に引き直して計算すると、滞納者に

は、別紙２計算書記載のとおり、平成２２年１１月８日の時点で、過払金元本４０万８６２０

円、法定利息２万５１０５円がそれぞれ発生していることになるため、滞納者は、被告に対し、

４３万３７２５円及び内４０万８６２０円に対する同月９日から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による法定利息の各支払請求権（以下「本件各請求権」という。）を有する。 

４ 原告による本件各請求権の差押え及び取立権の取得 

 原告は、本件滞納国税を徴収するため、平成２８年１１月２５日、国税徴収法（以下「徴収

法」という。）６２条に基づき、滞納者が被告に対して有する本件各請求権を差し押さえ（甲第

６号証の１）、当該差押えに係る債権差押通知書は同月２８日に被告に送達がされた（甲第６号

証の２）。 

 これにより、原告は、徴収法６７条１項に基づき、被差押債権である本件各請求権の取立権を

取得した。 

 

第３ 結語 

 よって、原告は、被告に対し、徴収法６７条１項により取得した取立権に基づき、①過払金元

本４０万８６２０円、②①に対する平成２２年１１月８日までに発生した法定利息２万５１０５

円及び③①に対する同月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による法定利息の支払を

求める。 
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別紙１、別紙２ 省略 


